
第1部：マンション大規模修繕における新型コロナウイルス感染予
防対策について、ガイドラインや対策事例を紹介します。

開催日 ：2021年9月28日(火) 19:00～20:30

開催方法：オンライン開催 Zoom（ウェビナー）

主 催 ：マンションコミュニティ研究会

講 師 ：一級建築士・マンション管理士 今井章晴

一緒に考えよう！

ウィズコロナ時代のマンション大規模修繕

マンションコミュニティ研究会 第82回勉強会



■大規模修繕工事と新型コロナウイルス感染予防対策

第１部 コロナ編

大規模修繕工事における新型コロナウイルス感染予防対策

１．東京都における新型コロナウイルス感染症の状況 (東京都)

２．「建設業における」新型コロナウイルス感染予防対策ガイド
ライン」（国土交通省）

３．「マンション計画修繕工事における新型コロナウイルス対策
ガイドライン」（(一社)マンション計画修繕施工者協会）

４．マンション大規模修繕と新型コロナウイルス感染予防対策

～休憩～

第２部 大規模修繕編
マンション大規模修繕事例紹介

■東京都の新型コロナウイルス感染症の状況 9月16日
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2021年9月16日 第63回東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議資料に加筆
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第5波

第4回緊急事態宣言7月12日～９月３０日

■東京都の新型コロナウイルス感染症の状況 ８月２６日
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2021年8月26日 第60回東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議資料より

■東京都の新型コロナウイルス感染症の状況 ８月２６日
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2021年8月26日 第60回東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議資料より

新規陽性者数（2021年8月26日 東京都モニタリング会議資料より抜粋）

コメント

ア）新規陽性者数の7日間平均は、8月19日に約4,702人/日と過去最多
を更新した後、8月25日時点で約4,388人/日となり、極めて高い値が継
続している。第3波のピーク時の2.4倍に相当する、1日当たり4,300人を
超える新規陽性者が継続して発生しており、数週間にわたり、制御不
能な状況が続いている。

イ）医療提供体制は深刻な機能不全に陥っており、現状の新規陽性者数
が継続するだけでも、救える命が救えない事態が更に悪化する。この
危機感を現実のものとして共有し、社会全体で協力して立ち向かう必
要がある。

オ）新規陽性者数（7日間平均）の増加比は、2か月以上にわたり連続し
て100％を超えていた。災害レベルで感染が猛威を振るう非常事態が
数週間続いている。もはや、災害時と同様に、感染予防のための行動
をとることで、自分の身はまず自分で守ることが必要である。



■東京都の新型コロナウイルス感染症の状況 9月16日
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2021年9月16日 第63回東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議資料より

■東京都の新型コロナウイルス感染症の状況 9月16日
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2021年9月16日 第63回東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議資料より

新規陽性者数（2021年9月16日 東京都モニタリング会議資料より抜粋）

コメント

ア）新規陽性者数の7日間平均は、9月15日時点で約1,095人/日と、8月
19日の約4,702人/日をピークに減少を続けているが、依然として高い
水準にある。感染者が未だ市中に潜在している可能性がある。現在も
多数の入院患者、重症患者が治療中であり、新規陽性者数が増加に
転じれば、再び危機的状況となる。

イ）新規陽性者数が減少した後の最小値は、第1波以降、感染拡大の波
を繰り返すたびに、前回の最小値より高くなっている。感染の拡大が懸
念される冬に備え、新規陽性者数を十分に減少させる必要がある。

キ）ワクチン接種後の新規陽性者が確認されている。ワクチン接種後も、
引き続き感染リスクの高い行動を避け、不織布マスクを隙間なく正しく
着用する等の基本的な感染防止対策を、接種前と同様に徹底する必
要がある。ワクチンを2回接種した後も感染し、本人は軽症や無症状で
も周囲の人に感染させるリスクがあることを啓発する必要がある。

■小池都知事定例記者会見 9月17日

8
2021年9月17日 小池都知事定例記者会見モニターより

■小池都知事定例記者会見 9月17日

9
2021年9月17日 小池都知事定例記者会見モニターより
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2021年8月12日 第58回東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議資料より

■コロナ時代のマンション大規模修繕

新型コロナウイルス感染症対策は、何をどこまでやれば良いか、
まだすべての答えが出ていない状況である。さらに、マンションに
おいては居住者が多数いる中で、それぞれの感染症対策に対す
る考え方は様々である。
このような状況の中で、管理組合はどのような考えのもとに合意形
成をはかり大規模修繕工事を行えば良いのか、国や団体のガイド
ラインを基に一緒に考えてみたい。

■コロナ時代のマンション居住者

• 在宅勤務の中での大規模修繕
（第1回緊急事態宣言下では、親も子供も在宅していた）

• 健常者と重症化しやすい人 意識の違いがある中で合意形成

重症化しやすい人にとって、住宅は命を守るための最後の砦
（基礎疾患がある方、透析治療、免疫抑制薬や抗がん薬を用
いている方など）
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■「建設業における」新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
（令和2年5月14日（令和2年12月24日改訂版） 国土交通省

建設業の位置付け
• 社会資本整備の担い手、災害時には「地域の守り手」として、その社会
的使命を果たしていく必要がある。

• 公共工事は社会の安定維持の観点から、緊急事態措置の期間中にも、
継続を求められる事業。

• 国民の安定的な生活の確保の観点から、インフラ運営関係（電力、ガス、
上下水道等）、家庭用品のメンテナンス関係（配管工・電気技師等）等
の事業者について、自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送る
ために不可欠なサービスを提供する関係事業とされ、公共工事以外の
建設工事についても、これらの事業の継続のために必要な工事につい
ては継続することが求められる。

• 今後、完全な感染症の終息までの期間が長期にわたることを考えると、
一層感染防止のための取り組みを進め、新型コロナウイルス感染症の
まん延を防止していく役割に加え、事業を通じた国民生活への貢献拡
大という役割が求められる。
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■感染防止のための基本的な考え方

事業者は、建設現場の立地や工事内容等を十分に踏まえ、建設現場
やオフィス等に移動する自動車内や移動経路、立寄先や通勤経路を
含む周辺地域において、従業員等の感染を防止するよう努めるものと
する。

①労働衛生管理体制の再確認

②換気の徹底等の作業環境管理

③職場の実態に応じた作業管理

④手洗いの励行など感染予防に関する基本的な知識も含めた労働衛
生教育

⑤日々の体調管理等も含めた健康管理

に留意して取組を実施する。

特に、「３つの密」が生じやすいと考えられる建築工事の現場やオフィス
においては、感染防止対策の徹底に注意が必要である。

「建設業における」新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
（令和2年5月14日（令和2年12月24日改訂版））国土交通省を基に抜粋加筆
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■講じるべき具体的な対策

「建設業における」新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
（令和2年5月14日（令和2年12月24日改訂版））国土交通省を基に抜粋加筆
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（１）感染予防対策の体制

（２）健康確保

（３）建設現場

建設現場における対応

建設現場への移動・立入り

作業員宿舎における対応

休憩と休憩スペース

トイレ

入札契約に関する対応

（４）オフィス等における勤務

（５）通勤

（６）従業員・作業員に対する協
力のお願い

（７）感染者が確認された場合の
対応

①従業員・作業員の感染が確認
された場合

②複数社が混在する借用ビル
内で同居する他社の社員で
感染が確認された場合
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■建築現場「３つの密」の回避に向けた取り組み事例

「建設業における」新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
（令和2年5月14日（令和2年12月24日改訂版））国土交通省より
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■建築現場「３つの密」の回避に向けた取り組み事例

「建設業における」新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
（令和2年5月14日（令和2年12月24日改訂版））国土交通省より
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■建築現場「３つの密」の回避に向けた取り組み事例

「建設業における」新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
（令和2年5月14日（令和2年12月24日改訂版））国土交通省より



■マンション大規模修繕と新型コロナウイルス対策

• 新築工事などの元請け、下請けなどの限定された施工業者の従業員、作業
員への対策で完結するものとは異なり、新型コロナウイルスの感染予防に関
しては、その現場で日常生活を営むすべての居住者や訪問者に対しても対
策を考慮しなければならない。

• 新築現場であれば作業員詰所等の感染予防を前提とした配置なども計画で
きるが、施工対象マンションの諸条件によっては、現場事務所や作業員詰所、
工事車両の駐車スペースの確保さえも難しいケースもある。特に居住者の日
常動線となるエレベーターなどは、作業員の使用の可否により工期や工事金
額にも影響を及ぼすことになる。
マンション計画修繕工事における新型コロナウイルス対策ガイドライン（ver1.0） 2020年6 月29 日

一般社団法人マンション計画修繕施工者協会ホームページより抜粋
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マンション大規模修繕は、人が住んでいる中で行う工事

感染リスクが高まる動線

居住者の動線：エレベーター内部や各戸の専有部内の工事

現場の動線 ：現場事務所や作業員詰所

居住者と現場の動線の交わるところ

■マンション計画修繕工事における感染リスクフロー

マンション計画修繕工事における新型コロナウイルス対策ガイドライン（ver1.0） 2020年6 月29 日

一般社団法人マンション計画修繕施工者協会ホームページより（抜粋加筆）
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現場動線
重複動線

居住者動線

■マンションの修繕工事において作業員の動線管理

マンション計画修繕工事における新型コロナウイルス対策ガイドライン（ver1.0） 2020年6 月29 日

一般社団法人マンション計画修繕施工者協会ホームページより（抜粋加筆）

居住者動線と作業者動線の分離
■エントランスホール
間仕切りやカラーコーンバーで分離できるか検討。

■共用廊下など居住者の動線での作業
• 事前に作業時間を通知し、できるだけその時間帯の通行を控え
てもらうよう協力を要請する。

• やむを得ず居住者が通行する場合は、作業員は作業を中止し
ソーシャルディスタンスを確保する。

• 居住者には作業員への直接の質問などの会話を控えていただ
くよう周知する。
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■マンションの修繕工事において作業員の動線管理

マンション計画修繕工事における新型コロナウイルス対策ガイドライン（ver1.0） 2020年6 月29 日

一般社団法人マンション計画修繕施工者協会ホームページより（抜粋加筆）

■バルコニー・ベランダ

外部足場からの動線とし、作業時には各居住者に物品の撤去と
窓閉めに協力いただく。
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第1回緊急事態宣言下のバルコニーの検査（2020年5月）

多くの住戸で家族が在宅していて、その住戸のほとんどはアルミサッシュが
開いていた。



■マンションの修繕工事において作業員の動線管理

マンション計画修繕工事における新型コロナウイルス対策ガイドライン（ver1.0） 2020年6 月29 日

一般社団法人マンション計画修繕施工者協会ホームページより（抜粋加筆）

■エレベーターの使用が出来る場合の感染対策

荷揚げ作業のみとする場合と、作業員動線としても使用可能な場
合が考えられる。いずれも居住者への接触を避け、できる限りの
感染防止対策を検討する。

• 朝夕の通勤・通学の時間帯には使用しない。
• 乗車居住者がいる場合は、使用しない。
• 日ごとに使用する階数を設定する。
• 一度の乗車人数を制限する。乗車中は壁面を向く。
• 接触可能範囲（ボタン、手摺等）の消毒のタイミングを決める。

■エレベーター使用の可否

作業効率や仮設工事費に大きくかかわるので、見積り前に発注
者と十分協議することが重要。
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■マンションのエレベーターの使用が出来ない場合

マンション計画修繕工事における新型コロナウイルス対策ガイドライン（ver1.0） 2020年6 月29 日

一般社団法人マンション計画修繕施工者協会ホームページより（抜粋加筆） 23

工事用エレベーターは、
新築工事や、枠組足場
での仮設が難しい超高
層マンションで使われる
が、一般のマンション大
規模修繕では使われな
い。管理組合がマンショ
ンのエレベーターの使
用を拒み、エレベーター
の設置が必要ならば、
費用は管理組合が負担
することになる。

超高層マンションの大規模修繕や新築現場での使用例

階数や作業効率により工事用エレベーター（人荷用）

又は荷揚げ設備を設けることを検討する？

■マンション大規模修繕工事の現場対応
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諸条件による感染予防対策の考え方

マンション計画修繕工事における新型コロナウイルス対策ガイドライン（ver1.0） 2020 年年6 月29 日

一般社団法人マンション計画修繕施工者協会ホームページより（抜粋加筆）

■マンション大規模修繕工事の現場対応

１．入退場管理

作業員の入退場に関しては、新規入場者教育に感染
予防対策事項を加え周知させておくと共に、作業員名
簿に基づき、次の管理・記録を行う。

１）入場前の体調管理

下請事業者には、個々の作業員に対して出勤前の検
温や体調（熱、咽頭痛、咳、下痢等の症状）の自己申
告により入場の制限を行う。

２）現場入場時

作業員の毎日の入場時に検温を実施し、体調管理の
確認を行い記録する。

25マンション計画修繕工事における新型コロナウイルス対策ガイドライン（ver1.0） 2020年6 月29 日

一般社団法人マンション計画修繕施工者協会ホームページより（抜粋加筆）



■マンション大規模修繕工事の現場対応

２．衛生管理

３つの密の回避、現場での個々のマスク等による飛沫感染の防止
やソーシャルディスタンスの徹底

１）マスクの正しい知識

２）消毒、手洗い

３）３つの密の回避（密集、密接、密閉）

４）ゴミの管理

□熱中症対策：屋外で人と十分な距離(２ｍ以上)が確保できる場合
には、熱中症のリスクを考慮し、マスクをはずすようにすることが
求められている（厚生労働省）。

管理組合と協議の上、距離が確保される作業環境においては、
熱中症対策を優先してマスクの着用を緩和することを検討する。

26
マンション計画修繕工事における新型コロナウイルス対策ガイドライン（ver1.0） 2020年6 月29 日

一般社団法人マンション計画修繕施工者協会ホームページより（抜粋加筆）

■熱中症対策とコロナ対策
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2020年6月の作業風景 居住者との接触
の無い屋上ではマスクをはずしていた。

2020年6月の作業風景 居住者との接触の
有るところではマスクを着用する。

コロナ対策の考え方は人それぞれで、マンションの場合思わぬトラブルに発展す
ることもある。
現場では作業員の安全対策や作業環境を優先せざるを得ない場合もあり、夏場
の熱中症対策のほか、メガネが曇ると危険な冬場の高所作業、屋外で人と十分
に距離を確保できる場合や一人での作業など、マスクの扱いを整理しておく。
コロナ対策は、施工会社が管理組合と協議し、事前にルールをつくり、作業員に
徹底すると共に、住民の方にもお知らせし、誤解の無いようにしたい。

■コロナ時代の大規模修繕（2020年６月）

管理組合の足場解体前検査は、コロナ対策の上従来通り実施した。
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■現場事務所や作業員詰所の管理
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マンション計画修繕工事における新型コロナウイルス対策ガイドライン（ver1.0） 2020年6 月29 日

一般社団法人マンション計画修繕施工者協会ホームページより（抜粋加筆）

■建設現場における対応

事業所内に感染防止対策を示したポスターやロゴ、看板
を設置し、「３つの密」回避等の意識向上と作業姿勢の定
着を図る。

□現場事務所等での業務・打合せに関する取り組み

• 事務作業時の対人間隔の確保や窓等の開放による換気
• WEB(TV)会議やメール・電話により、対面の打合せ等の削減
• 対面での打合せ等を行う場合には十分な対面距離を確保
• 時間差による打合せ分散化や、打合せ時間の短縮・人数の縮小
• 現場事務所等での空気清浄機の使用 等



■現場事務所や作業員詰所の管理
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□作業員詰所

• 共有する物品（テーブル、椅子等）は、定期的に消毒する。
• 使用する際は、入退室の前後の手洗い・消毒を徹底する。
• 喫煙を含め、休憩・休息をとる場合には、できる限り２メートルを
目安に距離を確保するよう努め、一定数以上が同時に休憩ス
ペースに入らない、休憩スペースの追設や休憩時間をずらす等
の工夫を行う。

• 特に屋内休憩スペースについては、常時換気を行う、休憩室の
他に車中や更衣室を利用する、班別に休憩時間を分散化する、
簡易なパーテーションを設置する等、いわゆる「３つの密」を避け
ることを徹底する。

• 食堂等で飲食する場合は、時間をずらす、椅子を間引く、車中で
食事を取るほか、できる限り２メートルを目安に距離を確保する
よう努める。

■現場事務所受付カウンター付近 2020年6月
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顔認証付きサーモグラフィカメラ

設置してしまった現場事務所での対応、アクリル板による簡易なパーテーション

■現場事務所レイアウト等 2021年2月
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■管理組合打合せ 2021年6月
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■管理組合 足場解体前検査 2021年6月
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■工事説明会やお知らせ
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コロナ前 コロナ後リアル オンライン（テレビ）

掲示板
インターネット、スマホ、テレビ

によるお知らせ

■工事請負契約
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• マンション計画修繕工事の感染症対策をする旨の記載が仕様
書に盛り込まれた際、何をどこまでするかということを明確にし
ておく必要がある。特にマンションの修繕工事では、居住者が多
数いる中でウイルス対策に対する考え方は様々であり、見積り
あるいは契約の前に十分に発注者(管理組合)とのコンセンサス
を得ておくことが重要である。

• マンション修繕工事に関する感染症対策に係る費用は工事費に
反映するものであり、発注者がどこまでの対策を要望するのか
明確にしておく必要がある。「マンション計画修繕工事における
新型コロナウイルス対策ガイドライン」では、発注者や設計コン
サル等との各種対策を協議、選択できるようにするための「新型
コロナウイルス感染症対策要項書（例）」をに示している。別添資
料として添付するので参考にされたい。
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■ 「新型コロナウイルス感染症対策要項書（例）」
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